
 

   ７／13（水）の行事   
 

 
 
 

                             報道発表資料の配付日時  ７月11日（月）    
 

発 表 項 目 
 

（行 事 名 ） 

 令和４年（２０２２年）飲酒運転根絶の日決起大会 

概 要 

１ 行事名  

令和４年 飲酒運転根絶の日 決起大会 

２ 目 的 

７月１３日の「飲酒運転根絶の日」を広く道民に周知するとともに、 

道民一人ひとりに飲酒運転根絶に向けて、「飲酒運転をしない、 

させない、許さないそして見逃さない」という意識の醸成を図ることを目的とする。 

３ 日 時 

令和４年（２０２２年）７月１３日（水） １３：３０～１４：１５ 

４ 場 所 

十勝合同庁舎 ３階講堂（帯広市東３条南３丁目） 

５ 主催及び共催 

主催 ：十勝総合振興局、北海道交通安全推進委員会、 

十勝地区交通安全推進協議会 

共催 ：北海道警察釧路方面本部、十勝総合振興局管内各警察署、 

        十勝機動警察隊 

６ 参加予定者数 

約５０名 

７ 備 考 

・開催内容や協力依頼機関については、別添開催要領をご覧下さい。 

・会場内では飲酒運転根絶宣言飲食店登録制度のＰＲを行います。 

参 考   

報道(取材) 
に当 たって 
の お 願 い 

 ・新型コロナウイルス感染防止のため、検温やマスクの着用、手指の消毒等の 

感染対策への協力をお願いいたします。 

他 のクラブ 
と の 関 係 

 同 時 配 付 
 同 時 レ ク 
 記 者 レ ク 

 

そ の 他 
  

 

担      当 
（連 絡 先 ） 

 北海道十勝総合振興局保健環境部環境生課道民生活係 （担当：磯崎） 

                     ＴＥＬ0155－２７－８５２６ （直通） 

 



令和４年「飲酒運転根絶の日」決起大会 開催要領 

 

１ 目的 

  ７月 13日の「飲酒運転根絶の日」を広く道民に周知するとともに、道民一人ひとりに飲酒運

転の根絶に向けて、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識の醸成を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 日時 

  令和４年（2022年）７月 13日（水） 13:30～14:15 

 

３ 場所 

  十勝合同庁舎３階講堂（帯広市東３条南３丁目） 

 

４ 主催等 

  主        催：北海道交通安全推進委員会、十勝地区交通安全推進協議会、十勝総合振興局 

  共        催：北海道警察釧路方面本部、帯広警察署、新得警察署、広尾警察署、池田警察

署、本別警察署、十勝機動警察隊 

協力依頼機関：管内各市町村、（一財）帯広地方交通安全協会、新得地区交通安全協会、池田

地区交通安全協会、本別地区交通安全協会、広尾地区交通安全協会、帯広地

区安全運転管理者協会、十勝地方安全運転管理者事業主会、新得地区安全運

転管理者協会、池田地区安全運転管理者協会、本別地区安全運転管理者協会、

広尾地区安全運転管理者協会、（一社）帯広地方自家用自動車協会、（一社）

帯広地方自動車整備振興会、（社）帯広地方中古自動車事業協同組合、（社）

帯広地区二輪車安全普及協会、（社）帯広地区軽自動車協会、（社）帯広自動

車販売店協会、（公社）十勝地区トラック協会、（社）十勝地区ハイヤー協会、

（社）十勝地区バス協会、十勝地方運転代行連合会、帯広観光社交組合 

 

５ 内容 

  ① 開会 

② 黙祷 

③ 挨拶（十勝総合振興局長） 

  ④ 挨拶（帯広警察署長） 

  ⑤ 現状報告（帯広警察署交通官） 

⑥ 飲酒運転根絶宣言 

  ⑦ 閉会 

 


